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アルコール健康障害対策推進基本計画の改正（新旧対照表） 

改  正  案 現  行 

６．相談支援等 

（現状等）  

アルコール関連問題に関する相談業務について、全都道府県において

相談拠点を明確化し、相談窓口の周知、関係機関との連携、相談から医

療や回復支援へつなげる体制の構築を図っているところであるが、依然

として本人や家族が相談窓口にたどりつかず、必要な支援につながらな

いケースも少なくないことが指摘されている。  

このため、相談拠点の一層の周知や、関係機関との連携強化を図ると

ともに、相談支援にアクセスしやすい環境整備を進めることが求められ

る。 

 

（目標）  

地域において、相談、治療、回復支援に関係する機関、アルコール関

連問題に関する関係機関の連携の促進等により、アルコール関連問題を

有している者とその家族が適切な相談支援を確実に受けられる体制を強

化することを目標として以下の施策を実施する。  

 

 

○都道府県等において、相談拠点を広く周知するとともに、地域における医

療機関・行政・自助グループ、アルコール関連問題に関する関係機関や職

域等における相互の情報共有や協力体制を築くことで適切な相談や治療、

回復支援にまでつなげる連携体制を構築する。 

６．相談支援等 

（現状等）  

アルコール関連問題に関する相談業務は、精神保健福祉センターや保

健所等で行われているが、地域においてどこに相談に行けば良いか分か

らず、また相談窓口によっては治療や回復支援を行う医療機関、自助グ

ループ、回復施設等の情報を把握していなかったこと等により、必要な

支援につながらなかったケースも指摘されている。  

このため、地域において、相談から治療、回復に至るまで、切れ目な

く支援を受けられる体制を構築することが求められている。  

 

 

（目標）  

相談から治療、回復支援に関係する機関の情報共有と連携の促進を図

ることにより、地域において、アルコール健康障害を有している者とそ

の家族が適切な支援を受けられる体制を構築することを目標として以下

の施策を実施する。  

 

 

○都道府県等において、アルコール関連問題の相談支援を行うに当たって

は、地域の実情に応じ、精神保健福祉センターや保健所等を中心として、

アルコール健康障害を有している者及びその家族が分かりやすく気軽に相

談できる相談の拠点を明確化し、地域で相談できる窓口についても広く周
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【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

 

 

 

○各地域の依存症治療拠点機関、精神保健福祉センター等において、保健所

及びアルコール関連問題に関する関係機関に対し、従事者の研修、実地指

導、啓発等を行うことにより、相談支援を行う者の人材育成、関係機関の

連携体制の強化を図る。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○精神保健福祉センター及び保健所は、依存症当事者や家族を対象とした支

援プログラムを積極的に実施、周知するとともに、自助グループや家族会

の立ち上げ支援を行う。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○都道府県等においては、保健所による中小企業への普及啓発や出前講座、

保健所主催のミーティングの開催等の取組を促進するなど、様々な場面に

おける相談支援を充実させる。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○国において、地域での相談支援の充実に資する事例の収集・展開、調査研

究に取り組む。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

知を行う。その上で、地域における医療機関・行政・自助グループ等の関

係機関の役割を整理し、各機関が相互に情報共有や協力体制を築くことで

適切な相談や治療、回復支援にまでつなげる連携体制を構築する。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○精神保健福祉センターにおいて、保健所及び関係機関に対し、従事者の研

修、実地指導を行うことにより、相談支援を行う者の人材育成を図る  

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 
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７．社会復帰の支援 

（現状等）  

アルコール依存症の当事者の就労・復職に際しては、通院や自助グル

ープへの参加等において、職場における周囲の理解と支援が必要とされ

るが、職場を含む社会全体において、アルコール依存症に関する理解が

不足しているため、各種の支援制度の利用につながりにくいことが考え

られる。  

 

（目標）  

引き続きアルコール依存症者に対する理解を進め、就労や復職におけ

る必要な支援を充実させるとともに、地域における自助グループや回復

施設と職域の情報共有や必要な連携を行うことで円滑な社会復帰を促進

することを目標として以下の施策を実施する。  

 

 

 

（１）就労及び復職の支援 

○アルコール依存症の当事者の回復、社会復帰の支援が円滑に進むよう、ア

ルコール依存症が回復する病気であること等を、職域を含めた社会全体に

啓発し、アルコール依存症に対する理解を促す。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○アルコール依存症の当事者の休職からの復職・継続就労について、偏見な

く行われるよう他の疾患同様に職場における理解や支援を促す。 

【厚生労働省＜労働基準局、職業安定局＞】 

７．社会復帰の支援 

（現状等）  

アルコール依存症の当事者の就労・復職に際しては、通院や自助グル

ープへの参加等において、職場における周囲の理解と支援が必要とされ

るが、職場を含む社会全体において、アルコール依存症に関する理解が

不足しているため、各種の支援制度の利用につながりにくいことが考え

られる。  

 

（目標）  

アルコール依存症が回復する病気であること等のアルコール依存症者

に対する理解を進め、就労や復職における必要な支援を行うことととも

に、地域における自助グループや回復施設と情報共有や必要な連携を行

うことで円滑な社会復帰を促進することを目標として以下の施策を実施

する。  

 

 

（１）就労及び復職の支援 

○アルコール依存症の当事者の回復、社会復帰の支援が円滑に進むよう、ア

ルコール依存症が回復する病気であること等を、社会全体に啓発し、アル

コール依存症に対する理解を促す。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○アルコール依存症の当事者の休職からの復職・継続就労について、偏見な

く行われるよう他の疾患同様に職場における理解や支援を促す。 

【厚生労働省＜労働基準局、職業安定局＞】 
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○治療しながら就労を継続するためには、職場の人事担当者、産業保健に携

わる専門スタッフタッフ等のサポートが重要であることから、職域におけ

る人材の育成・確保に向けた取組を検討する。 

【厚生労働省＜労働基準局＞】 

 

（２）アルコール依存症からの回復支援 

○精神保健福祉センター、保健所、市町村においてアルコール依存症等の治

療、回復支援に資する社会資源の情報を共有し、相談者が適切な支援につ

ながるよう自助グループ及び回復施設を活用する。また、アルコール依存

症者の回復支援に当たっては、その家族へ支援や女性及び高齢者特有の問

題に配慮した対応が必要であることを周知する。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○国は、家族や女性、高齢者の観点からの回復支援など先進的な回復支援事

例等の収集・周知を行う。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アルコール依存症からの回復支援 

○精神保健福祉センター、保健所、市町村においてアルコール依存症等の治

療、回復支援に資する社会資源の情報を共有し、相談者が適切な支援につ

ながるよう自助グループ及び回復施設を活用する。また、アルコール依存

症者の回復支援に当たっては、女性や高齢者の問題に配慮した対応が必要

であることを周知する。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 
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８．民間団体の活動に対する支援 

（現状等）  

アルコール依存症の回復においては、自助グループが重要な役割を果

たしているが、高齢化や問題の複雑化等を背景に、参加者の確保、活動

の活性化、周知、アクセスの改善が課題となっている。行政機関や専門

医療機関との連携や交流は近年進んでいるものの、こうした自助グルー

プや民間団体と連携し、その機能を活用するとともに、必要な支援を行

っていくことが求められる。  

 

（目標）  

国、地方公共団体において、自助グループや民間団体との連携の推

進、自助グループの活性化支援、幅広い周知を目標として、以下の施策

を実施する。  

 

 

○精神保健福祉センター・保健所・市町村において、自助グループの活動に

対する必要な支援や自助グループの立ち上げの支援を推進する。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○国や地方自治体においては、アクセス改善や感染症対策等の観点から、オ

ンラインによるミーティング活動の支援を行う。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

 

８．民間団体の活動に対する支援 

（現状等）  

アルコール依存症の回復においては、自助グループが重要な役割を果

たしているが、行政機関や専門医療機関との連携や交流が近年減少して

いるとの指摘がある。また、啓発や相談等の分野で、自発的に活動を行

っている各種の民間団体もあり、こうした自助グループや民間団体と連

携し、その機能を活用するとともに、必要な支援を行っていくことも求

められる。  

 

（目標）  

国、地方公共団体において、自助グループや民間団体との連携を推進

することを目標として、以下の施策を実施する。  

 

 

 

○精神保健福祉センター・保健所・市町村において、自助グループの活動に

対する必要な支援を推進する。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 
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○精神保健福祉センター、保健所等の行政機関が、自助グループを地域の社

会資源として活用し、関係機関の連携の中で、それぞれの団体の機能に応

じた役割を果たす機会や場所を積極的に提供していく。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○自助グループを利用した回復者の体験談や、回復事例を紹介すること等に

より、回復支援における自助グループの役割や意義を広く啓発し、社会全

体での自助グループに関する認知度を高める。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○アルコール関連問題に関する啓発等を推進するに当たって、より効果的な

取組を推進するため、自助グループや民間団体との連携を進める。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞ 関係省庁】 

 

○国は、依存症者の支援等を行う自助グループ、民間団体等の活動の推進や

理解の促進に資するよう、その実施状況や課題、効果等についての調査研

究を行う。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

 

 

 

 

 

 

○精神保健福祉センター、保健所等の行政機関が、自助グループを地域の社

会資源として活用し、関係機関の連携の中で、それぞれの団体の機能に応

じた役割を果たす機会や場所を提供していく。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

○自助グループを利用した回復者の体験談や、回復事例を紹介すること等に

より、回復支援における自助グループの役割等を啓発する。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

 

○アルコール関連問題に関する啓発等を推進するに当たって、より効果的な

取組を推進するため、民間団体との連携を進める。 

【厚生労働省＜障害保健福祉部＞】 

 

 

 


